
  指針名等 ： 倒産手続における不動産の鑑定評価の留意事項                     担当委員会名：法務鑑定委員会 

  点検事項   現行の実務指針等  改正案又は対応案 

１  価額に大きな影響を及ぼ

す可能性のある重要な評価

条件の鑑定評価書への記載

を省略することは、鑑定評

価書の説明力と信頼性を失

わせることとなるので、厳

に慎むこと。 

破産・民事再生・会社更生の別及びそれらの手

続き内での依頼目的により求めるべき価格種類

とその手法について詳細に示している。重要な

評価条件についての記載の省略を認めている部

分は見あたらない。 

（P67「Ⅲ.１０.（２）記載上の留意事項６）」の次に以

下の文章を追加） 

「７）価額に大きな影響を及ぼす可能性のある重要な評

価条件の鑑定評価書への記載を省略することは、鑑定評

価書の説明力と信頼性を失わせることとなるので、厳に

慎むべきである。」                  

２  鑑定評価等の価格等調査

の業務に係る契約の締結ま

でに、業務の目的と範囲等

の確認と確定を、「不動産鑑

定評価基準」及び「不動産

鑑定士が不動産に関する価

格等調査を行う場合の業務

の目的と範囲等の確定及び

成果報告書の記載事項に関

するガイドライン」に従っ

て確実に行なうこと。 

当該事項についての記載はない （「価格等調査ガイドラインの取扱いに関する実務指針」

で対応することとする。） 

３  鑑定評価として適切では

ない評価条件に基づく鑑定

評価を依頼者から求められ

たときは、評価条件の変更

等を依頼者に申し入れるこ

と。それでも理解が得られ

ない場合は、依頼を謝絶す

ること。 

倒産法制の適用により、求めるべき価格が複数

考えられる場合があり、管財人等依頼者との協

議や再建計画の内容により確定するべきことが

記載されている。 

（P23「Ⅲ.１.不動産鑑定士の社会的使命と責任」の第 2 

段落後に、次のように文章を追加） 

「・・・・・・自覚する必要がある。従って、鑑定評価

として適切ではない評価条件に基づく鑑定評価を依頼者

から求められたときは、評価条件の変更等を依頼者に申

し入れることし、それでも理解が得られない場合は、依

頼を謝絶するなどの適切な対応が必要である。」     

４  鑑定評価の結果として依

頼者にドラフトを示す行為

は、その形態が鑑定評価書

案、一覧表、口頭等のいず

れかをとるかを問わず鑑定

士としての判断を示すこと

であり、ドラフト提示後に

その内容の変更を行う場合

は、内容変更の適切性につ

いて合理的な説明ができな

ければならないことに留意

すること。 

当該事項についての記載はない （P66「Ⅲ.９.試算価格の調整」の注として、以下の文章

を追加）                   

「（注）鑑定評価の結果として依頼者にドラフトを示す行

為は、その形態が鑑定評価書案、一覧表、口頭等のいず

れかをとるかを問わず不動産鑑定士としての判断を示す

ことであり、ドラフト提示後にその内容の変更を行う場

合は、内容変更の適切性について合理的な説明ができな

ければならないことに留意すること。」 

５ 業者間の業務提携を行って

いる場合は、評価条件等鑑

定評価の基本的な事項に関

する依頼者からの情報提供

及び依頼者に確認した事項

について、提携先の関与鑑

定士に確実に伝達するこ

と。 

当該事項についての記載はない 

 

 

 

 

 

（「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業

務提携に関する業務指針」の改定で対応することとす

る。） 

 

 

 

６ 業務の受託体制や鑑定評価

書の審査体制等、鑑定業者

の内部管理体制をさらに強

化すること。 

当該事項についての記載はない （「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」の

改定で対応することとする。） 
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  指針名等 ： 担保不動産の鑑定評価―改訂版―                           担当委員会名：法務鑑定委員会 

  点検事項   現行の実務指針等  改正案又は対応案 

１  価額に大きな影響を及ぼ

す可能性のある重要な評価

条件の鑑定評価書への記載

を省略することは、鑑定評

価書の説明力と信頼性を失

わせることとなるので、厳

に慎むこと。 

直接的な記載なし。ただし、条件については、

Ｐ34～36 に厳格に規定されている。さらに、担

保的確性を欠く場合には謝絶しなければならな

いと規定されている。 

 

 

 

（P34「第２部 ２.（3）A.対象確定条件」の前文の第５

行目以降を次のように修正） 

「・・・・・依頼目的に照らしてその条件の妥当性を検

討すべきである。また、価額に大きな影響を及ぼす可能

性のある重要な評価条件（想定上の条件を含む。）の鑑定

評価書への記載を省略することは、鑑定評価書の説明力

と信頼性を失わせることとなるので、厳に慎むべきであ

る。担保不動産の鑑定評価にあたっては、特に以下の諸

点に留意する必要がある。 

２  鑑定評価等の価格等調査

の業務に係る契約の締結ま

でに、業務の目的と範囲等

の確認と確定を、「不動産鑑

定評価基準」及び「不動産

鑑定士が不動産に関する価

格等調査を行う場合の業務

の目的と範囲等の確定及び

成果報告書の記載事項に関

するガイドライン」に従っ

て確実に行なうこと。 

 （「価格等調査ガイドラインの取扱いに関する実務指針」

で対応することとする。） 

３  鑑定評価として適切では

ない評価条件に基づく鑑定

評価を依頼者から求められ

たときは、評価条件の変更

等を依頼者に申し入れるこ

と。それでも理解が得られ

ない場合は、依頼を謝絶す

ること。 

直接的な記載なし。ただし、条件については、

Ｐ34～36 に厳格に規定されている。さらに、担

保的確性を欠く場合には謝絶しなければならな

いと規定されている。また、Ｐ12(8)において、

クライアントプレッシャーを排除する旨の記載

あり。 

 

（P21「第２部 １.依頼受付時の留意事項」の前文の最

後に以下の文章を追加） 

 「なお、鑑定評価として適切ではない評価条件に基づ

く鑑定評価を依頼者から求められたときは、評価条件の

変更等を依頼者に申し入れること。それでも理解が得ら

れない場合は、依頼を謝絶すべきである。」 

また、契約締結後、鑑定評価書交付までの間に鑑定評価

書として適切でない評価条件に基づく鑑定評価を依頼者

から求められた場合も、同様に対応するものとする。 

４  鑑定評価の結果として依

頼者にドラフトを示す行為

は、その形態が鑑定評価書

案、一覧表、口頭等のいず

れかをとるかを問わず鑑定

士としての判断を示すこと

であり、ドラフト提示後に

その内容の変更を行う場合

は、内容変更の適切性につ

いて合理的な説明ができな

ければならないことに留意

すること。 

当該事項についての記載はない （P12「第１部 2.（8）①担保評価に対する特別な要請

からの遮断」の追加の（注）として、以下の文章を追加） 

「(注)鑑定評価の結果として依頼者にドラフトを示す行

為は、その形態が鑑定評価書案、一覧表、口頭等のいず

れかをとるかを問わず不動産鑑定士としての判断を示す

ことであり、ドラフト提示後にその内容の変更を行う場

合は、内容変更の適切性について合理的な説明ができな

ければならないことに留意すること。」 

５ 業者間の業務提携を行って

いる場合は、評価条件等鑑

定評価の基本的な事項に関

する依頼者からの情報提供

及び依頼者に確認した事項

について、提携先の関与鑑

定士に確実に伝達するこ

と。 

当該事項についての記載はない 

 

 

 

 

 

 

 

（「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業

務提携に関する業務指針」の改定で対応することとす

る。） 

 

 

 

 

 

６ 業務の受託体制や鑑定評価

書の審査体制等、鑑定業者

の内部管理体制をさらに強

化すること 

当該事項についての記載はない （「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」の

改定で対応することとする。） 
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